
議案第 81号 

 

 

石垣市へき地保育所設置条例の一部を改正する条例 

 

石垣市へき地保育所設置条例(平成元年石垣市条例第 13 号)の一部を次のように改正

する。 

 

別表を次のように改める。 

別表(第 2条関係) 

名称 位置 定員 

石垣市伊原間保育所 石垣市字伊原間20番地15 30人 

 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から起算して 3月を超えない範囲内において規則で定める日か

ら施行する。 

 

 

 

令和 7年 12月 1日提出 

 

 

石垣市長 中 山 義 隆   

 

理 由 

石垣市立いばるまこども園の新規整備により石垣市伊原間保育所を当該施設に移

行するため、条例の一部を改正する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 



 

石垣市へき地保育所設置条例(平成元年石垣市条例第13号)の新旧対照表 

現行 改正後（案） 

 

別表 

名称 位置 定員 

石垣市伊原間保育所 石垣市字伊原間20番地4 30人 
 

 

別表 

名称 位置 定員 

石垣市伊原間保育所 石垣市字伊原間20番地15 30人 

 

 

 


